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新たな流水型ダムの事業の方向性・進捗を確認する仕組み 

第１回会議 議事録 

 

日 時：令和４年１２月２５日（日曜日）午後２時から午後４時４０分まで 

場 所：中小企業大学校人吉校（人吉市鬼木町梢山１７６９－１）大教室 

出席者：熊 本 県 田嶋副知事、水谷理事（企画振興部球磨川流域復興局長）、里村総

括審議員（土木部河川港湾局長） 

    国土交通省 九州地方整備局河川部 服部河川調査官、齋藤川辺川ダム砂防事務

所長 

    流域市町村 中村八代市長、松岡人吉市長、竹﨑芦北町長、森本錦町長、酒井あ 

          さぎり町建設課長、吉瀬多良木町長、長谷湯前町長、中嶽水上村長、 

          吉松相良村長、木下五木村長、内山山江村長、門﨑球磨村副村長 

    流域住民  市町村別１１名（八代市、人吉市、芦北町、錦町、多良木町、湯前

町、水上村、相良村、五木村、山江村、球磨村）※あさぎり町の方

は欠席 

分野別５名（漁業、自然保護、観光、かんがい、工業） 

 

（司会） 

それでは、定刻となりましたので、ただ今より新たな流水型ダムの事業の方向性・進捗

を確認する仕組みの第１回会議を始めさせていただきます。 

本日、進行を担当します熊本県球磨川流域復興局の髙橋です。どうぞよろしくお願いい

たします。 

本日の会議は１６時までを予定しております。会場の皆様方におかれましては、円滑な

運営に御協力いただきますようお願いいたします。 

この仕組みは、令和２年１１月１９日の蒲島知事の表明を踏まえ、県が設置するもので

す。このため、県を代表し、田嶋副知事が座長を務めます。 

開会に当たり、座長から挨拶を申し上げ、その後の進行に入ります。よろしくお願いい

たします。 

 

（座長） 

皆さんこんにちは。座長を務めさせていただきます熊本県副知事の田嶋です。この後は、

新型コロナウイルス感染防止の観点から着座で話をさせていただきます。よろしくお願い

します。 

本日は、年末の大変お忙しい中、皆様には御出席いただきまして本当にありがとうござ

います。 

令和２年７月豪雨から２年５か月が経過いたしました。この場をお借りしまして、改め

て犠牲になられました方々、また被害を受けられた方々全ての皆様に、心からお悔やみと

お見舞いを申し上げます。 

新たな流水型ダムの事業の方向性・進捗を確認する仕組みは、令和２年１１月に蒲島知

事が、新たな流水型ダムを含む「緑の流域治水」という治水の方向性を決断した際に、仕

組みを構築することを表明させていただきました。 

本年８月に球磨川水系河川整備計画が策定され、川辺川の流水型ダムが河川法に基づく

計画に位置付けられたこと、また、１１月には環境影響評価の計画を示す方法レポートが

示されたことを踏まえまして、この仕組みをスタートすることができました。本日が第１

回の会議になります。 

この会議は、今後整備される流水型ダムが、安全・安心を最大化するものであるととも
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に、球磨川・川辺川の環境に極限まで配慮し、清流を守るものとして整備が進められてい

るか、事業の方向性や進捗状況を確認することを目的としております。 

本日は、流水型ダムの特徴・概要や流水型ダム建設事業の方向性について、まずは事業

者から説明していただいた後、今日御出席の構成員の皆様から御意見をいただく予定とし

ております。 

皆様方におかれましては、設置趣旨や規約を踏まえまして、率直な御意見をいただきま

すようお願いいたします。 

最後になりますが、下流域の方々のために長年ダム問題に翻弄され続けている五木村、

相良村の住民の皆様の思いを受け止め、流水型ダムが住民の命と生命・財産を守り、地域

の宝でもある清流をも守るものとなるように、皆様方とともにこの仕組みを運営して参り

ますので、御理解、御協力をよろしくお願いいたします。 

本日はよろしくお願いします。 

 

（座長） 

それでは、このまま進行に入らせていただきます。 

まずは、次第の３に基づきまして、委嘱状の交付、構成員の紹介について、事務局から

説明をお願いします。 

 

（事務局（熊本県球磨川流域復興局）） 

委嘱状は、構成員の皆様の机上に交付しておりますので、御確認いただきますようお願

いいたします。また、構成員紹介については、お手元に配付の出席者名簿及び座席表にて

代えさせていただきます。御了承ください。 

 

（座長） 

次に、次第の４ 仕組みの設置趣旨、規約、運営要領について、事務局から説明をお願

いします。 

 

（事務局（熊本県球磨川流域復興局）） 

熊本県球磨川流域復興局政策監の有働と申します。設置趣旨、規約、運営要領について、

要点を御説明させていただきます。 

まず、設置趣旨について御説明いたします。 

第１段落でございます。令和２年７月豪雨後、知事は、球磨川流域住民の皆様の御意見

をお聞きするなどし、「現在の民意」は「命と環境の両立」と受け止め、令和２年１１月１

９日、「緑の流域治水」の一つとして、住民の「命」を守り、地域の宝である「清流」をも

守る「新たな流水型ダム」を国に求めることを表明いたしました。 

第２段落です。熊本県は、「新たな流水型ダム」が安全・安心を最大化するものであると

ともに、球磨川・川辺川の環境に極限まで配慮し、清流を守るものとして整備が進められ

ているのか、県や流域市町村だけでなく、流域住民の皆様も一体となって、事業の方向性

や進捗を確認する仕組みを設置いたします。 

次に、規約について御説明いたします。規約の御準備をお願いいたします。 

まず、第１条の名称です。本会は、新たな流水型ダムの事業の方向性・進捗を確認する

仕組み、略して「仕組み」と称します。 

第２条の目的です。仕組みは、球磨川水系河川整備計画［国管理区間］に位置付けられ

た川辺川における流水型ダムについて、設置趣旨に基づき、事業の方向性や進捗を確認す

ること、また、確認を行うことにより、流水型ダムに関する情報の県民への周知を図るこ

とを目的としています。 
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第３条の組織等です。別紙の構成員を御覧ください。仕組みは、県、国、流域１２市町

村、流域住民、有識者により構成します。流域住民については、より多角的な見地から、

多様な御意見を聴取するため、市町村別、分野別に選定しています。分野別については、

河川環境の整備と保全の見地から５分野とさせていただいております。 

続いて、また表紙に戻っていただいて第４条の確認事項です。仕組みは、第２条の目的

を達成するため、流水型ダム建設事業の方向性として、構造・設備・運用方法等の設計・

施工の検討状況とこれらに係る環境影響及び環境影響に対する環境保全対策の検討状況、

また、流水型ダム建設事業の進捗について確認を行います。 

このため、流水型ダム建設の是非、環境影響評価法と同等の環境影響評価を実施するこ

との是非及びその実施方法に関すること、流水型ダム建設に伴う補償、令和２年７月豪雨

の検証その他目的及び確認事項に合致しない事項は確認の対象外とさせていただきます。 

また、仕組みは確認及び周知を目的としており、意見等の集約や意思決定を行うもので

はありません。 

県は、仕組みの設置、運営及び仕組みを通じた流水型ダムに関する情報の県民への周知

を行います。 

続いて第５条の会議です。県は、流水型ダム建設事業の進捗状況を踏まえ、適当と認め

る時期に仕組みを開催します。 

続いて第６条の公開です。仕組みは原則公開とし、その公開方法については運営要領に

定めます。 

第７条の事務局です。事務局は県に置きます。 

第８条のその他です。この規約に定めるもののほか仕組みの運営に関し必要な事項は、

県において定めます。 

最後に、この規約は令和４年１２月１６日から施行いたします。 

続いて運営要領の方を御説明いたします。運営要領の御準備をお願いいたします。 

第１条の目的です。この要領は、仕組みの運営について必要な事項を定めるものです。 

第２条の会議の公開です。仕組みの会議は、原則公開とします。ただし、熊本県情報公

開条例第７条の不開示情報に該当する事項について確認を行う場合は、理由を明らかにし、

会議の全て又は一部を非公開とすることができるものとします。なお、公開、非公開の判

断は、座長が会議に諮り、決定いたします。 

続いて、第３条の県民への情報周知です。熊本県情報公開条例第７条の不開示情報に該

当する部分を除き、会議資料、議事録を県のホームページに公開するほか、会議のウェブ

配信を行うなど県民への周知を行います。 

第４条の意見等です。会議における構成員からの発言については、その会議当日に回答

することを基本といたします。また、構成員から規約第４条第１項の確認に係る意見書等

が提出されたときは、提出後に開催する会議の参考資料として配付するとともに、県のホ

ームページに掲載いたします。 

続いて、第５条の入場の制限、第６条の会議の傍聴、第７条の構成員・傍聴人の遵守事

項を定めております。詳細は割愛します。 

続いて、第８条のその他です。この要領に定めのない事項は、座長の判断によりその是

非を決定するものとします。 

こちらについても、１２月１６日から施行いたします。以上で説明を終わります。 

 

（座長） 

それでは、早速議事に入りたいと思います。 

流水型ダム建設事業の方向性、また進捗状況について、国土交通省九州地方整備局から

説明をお願いいたします。 
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（国土交通省九州地方整備局川辺川ダム砂防事務所） 

お疲れ様です。川辺川ダム砂防事務所長の齋藤でございます。本日は、このような説明

の機会を設けていただきましてありがとうございます。 

最近では、令和２年７月豪雨や令和４年台風１４号など気候変動による水害の激甚化又

は頻発化が発生しており、治水対策は待ったなしの状況でございます。 

そのためには、上流・下流、本川・支川、流域全体を俯瞰し、堤防整備や河道の掘削又

は遊水地やダムの整備、こういった河川整備を加速化していくとともに、さらに国、県、

市町村、企業や住民が連携し、流域全体でハード、ソフト一体の流域治水を推進すること

が重要であると考えております。 

その流域治水には、水害に強いまちづくりや、又は避難体制の構築、こういった対策も

必要であり、日頃から、流域の皆様には御理解と御協力をいただきまして感謝を申し上げ

ます。 

我々整備局は、気候変動に負けないように、地域が持続的に発展するように、今以上に

汗をかいて頑張っていきたいと思っております。 

治水対策として有効である川辺川の流水型ダムについては、環境影響評価をしっかり行

い、その内容を踏まえて設計、運用に織り込みながら、環境と治水この両面を目指して進

めて参ります。 

この流水型ダムについては、球磨川流域の発展、又は１０年後、２０年後に、この地域

に何とか貢献したいという思いで、事務所一丸となって様々な御意見をいただきながら検

討を進めて参ります。 

それでは資料の説明をいたします。お手元の説明資料と参考資料の２つの資料で説明い

たします。 

１ページでございます。本題の流水型ダムの検討状況の説明に入る前に、球磨川におけ

る令和２年７月豪雨以降の治水及び流水型ダムの検討の経緯について、簡潔に説明いたし

ます。 

２ページをお願いします。まず、令和２年７月豪雨では、球磨川本川及び川辺川の観測

所において、観測開始以降最大の雨量、水位を記録しました。また、皆様御承知のとおり、

球磨川や川辺川などの氾濫によって、家屋の倒壊や浸水、又は道路や鉄道の橋梁の流失、

農業・漁業・商工業関係の被害など地域経済に甚大な被害をもたらしました。 

その災害発生後、国、県、流域１２市町村が連携しまして、豪雨災害に関する検証を行

うことを目的とした豪雨検証委員会を設置し、計２回の委員会を開催しました。この委員

会では、令和２年７月豪雨のピーク流量は人吉地点で 7,900 トンとなり、河川整備の長期

目標の基本高水を上回る流量であることなどを確認しました。なお、豪雨検証委員会の全

ての会議資料を公表しており、参考資料①においてお示ししております。 

次に、「新たな流水型ダム」を国に求める蒲島知事の表明です。令和２年１１月に、「命

と環境を守る「緑の流域治水」を進め、その一つとして新たな流水型ダムを国に求める」

ことが表明されました。 

次に、「緑の流域治水」の検討です。豪雨検証後、速やかに国、県、流域１２市町村等か

ら構成される球磨川流域治水協議会を設置しまして、令和３年３月に川辺川における新た

な流水型ダムの調査・検討を含めた「球磨川水系流域治水プロジェクト」が策定・公表さ

れました。なお、この協議会の会議資料はウェブサイトで公開しており、参考資料②から

④にお示ししております。 

次に、令和３年１２月に令和２年７月豪雨や気候変動による将来の降雨量の増加等を考

慮したものに基本方針を変更しております。なお、この変更の経緯については、全て公表

しており参考資料⑤に示しております。 

次、３ページでございます。ここでは、概ね３０年間の具体的な整備の計画を定める「球
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磨川水系河川整備計画」の策定の流れと整備計画のポイントについて説明いたします。策

定までの流れとしましては、学識者、関係住民、熊本県知事、関係地方公共団体の長から

御意見をいただきました。その中で河川整備計画を策定するために、学識者懇談会を開催

しており、その主な開催内容をお示ししております。 

第３回の懇談会では、河川整備計画で位置付ける整備のメニューの案について、代替案

と評価軸評価等について御意見をいただいております。その具体的な確認方法を参考資料

⑥の２にお示ししております。例えば、流水型ダムを含む案や河道掘削の案、堤防嵩上げ

案、放水路案などについて安全度、コスト、実現性、地域社会への影響、環境への影響な

どの観点から評価を実施しております。 

第５回の委員会では、関係住民への意見聴取の結果と意見に対する取組状況、又は考え

方について御意見をいただきました。 

また、事業再評価についても審議しており、参考資料⑥の３と４にお示ししております。 

また、左下に基本理念をお示ししております。整備計画の基本理念としましては、「緑の

流域治水」による、球磨川流域における「命と環境の両立」、「令和２年７月豪雨からの復

旧と創造的復興」、「持続可能な発展の実現」を河川整備計画の基本理念として掲げました。 

次に、右下の治水の整備メニューと、川辺川における流水型ダムについてです。治水の

整備メニューとして、大きく二つに区分しております。流下能力を向上させる対策と流量

を低減させる対策の二つに区分しております。その中で、流量を低減させる対策として、

川辺川における流水型ダムの整備を位置付けております。 

流水型ダムの諸元については、右の表に示すとおりであり、総貯水容量は、気候変動に

よる降雨量の増加を考慮し設定した洪水調節容量を確保したものになっております。 

最後に、川辺川における流水型ダムの環境保全の取組みとして法と同等の環境影響評価

を実施することも明記しております。事業者として「命と環境の両立」を目指す基本理念

の下、流水型ダムの事業実施に伴う環境への影響の最小化を目指して参ります。 

次、４ページです。「新たな流水型ダム」の環境保全の取組みにおける基本的な考え方で

す。 

５ページです。川辺川の流水型ダムについては、令和３年６月に設置した環境委員会に

て、環境保全の取組みにおける基本的な考え方を示し、以降、この基本的な考え方に沿っ

て検討を進めております。 

具体的には、資料に記載のとおりの５項目でございます。１つ目としましては、計画上

必要となる治水機能の確保と「流水型ダム」の事業実施に伴う環境への影響の最小化の両

立を目指した環境保全の取組みを実施。２つ目として、法と同等の環境影響評価を実施。

３点目としまして、過去の調査結果や検討の成果等も最大限活用してスピード感を持って

環境影響評価を進める。４点目として、各分野の専門家から構成される委員会を設置し、

御助言をいただきながら進める。最後に、これは実施したものでありますが、並行して策

定手続きを進めた河川整備計画には、流水型ダム環境保全対策検討委員会と連携を図りな

がら、治水と環境の両立を目指した「流水型ダム」を整備する方針をお示ししております。 

次、６ページでございます。流水型ダムの特徴です。 

７ページをお願いします。この写真は貯留型ダムの事例である鹿児島県にある鶴田ダム

の写真です。一般的にはダムと言われてイメージされているものは、貯留型ダムと言って、

平常時から河川の水を貯めているダムだと思います。 

次、８ページをお願いします。この写真は、流水型ダムの事例である島根県にある益田

川ダムです。このように川辺川の流水型ダムは、平常時は水を貯めずに、ダムより上流か

ら流れてくる河川の水はそのまま下流に流します。河川の氾濫を防ぐために、洪水時のみ

ダムに水を貯め、下流に流す水の量を減少させます。 

９ページをお願いします。流水型ダムの特徴を踏まえた環境上の着眼点等でございます。 
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１０ページです。川辺川の流水型ダムの構造の検討の基本的な考え方についてです。１

つ目として、平常時の河川の連続性を可能な限り確保するために、現在の河川とほぼ同じ

高さに「河床部放流設備」を設置すること。２つ目としては、「河床部放流設備」の上部に

洪水調節用の「常用洪水吐き」を設置すること。３つ目、効率的な運用を実施するために

「常用洪水吐き」及び「河床部放流設備」にはゲートを設置することとして現在検討を進

めております。 

１１ページをお願いします。流水型ダムについてイメージを持っていただくために、現

在運用中の石川県の辰巳ダムの写真を使用して、主な施設について御紹介いたします。緑

の枠についてはダムの堤体となります。赤枠は常用洪水吐きと言い、一定規模を超える洪

水時に洪水調節を行うための施設でございます。オレンジの色の枠は河床部放流設備と言

い、平常時や一定規模の洪水までは河川の水や土砂を流すための施設となります。青枠の

ところは減勢工と言いまして、洪水調節におけるダム洪水調節地の水位の上昇によってダ

ムからの放流水の力が非常に大きくなるために、ダムからの放流水の力を弱める働きをす

る施設になります。このようなダムの堤体、常用洪水吐き、河床部放流設備、減勢工は川

辺川の流水型ダムでも必要な施設となります。 

次、１２ページをお願いします。環境影響の最小化に向け、ダムの設計に当たっては流

水型ダムの特徴を最大限活かせるように、ダムの設計の初期段階から環境影響の最小化に

向けた着眼点を踏まえて検討を進めていき、さらに並行して実施していく環境影響評価の

内容もできる限り折り込みながら検討を行って参ります。 

具体的な着眼点３点お示ししております。これは第４回の環境委員会においてお示しし

ております。１つ目として、流砂環境の保持、つまり水や土砂の流れをできる限り現在の

状態、自然の状態に近づけること。２つ目としてアユなどの生物の移動経路の確保。最後

に、景観への影響の最小化。この３つの着眼点は、それぞれに対象施設と検討の方針を定

め、ダム上流の洪水調節地から下流の河道まで自然の状態をできる限り維持するように放

流設備、減勢工の配置、形状の検討を実施しているところでございます。 

次、１３ページをお願いします。環境影響評価についてです。 

１４ページをお願いします。環境影響評価の流れの中で、全５段階で公表するレポート

の第１段階である環境配慮レポートを令和４年３月に公表しました。 

１５ページをお願いします。環境配慮レポートとは、事業の検討段階において、環境保

全のために適正な配慮をしなければならない事項について検討を行い、その結果をまとめ

たレポートのことです。右側に記載している目次構成のとおり、法の規定に沿って環境配

慮レポートを作成しております。なお、環境配慮レポートについては、川辺川ダム砂防事

務所のホームページに公表しており、右下の URL から閲覧が可能となっており、参考資料

⑧にお示ししております。 

次、１６ページをお願いします。環境配慮レポートの作成に当たりまして、環境委員会

の議論や御助言をいただきながら、その作成を行っておりますが、その会議資料全て公表

しており、下の URL から閲覧が可能となっております。また、詳細な確認方法を参考資料

⑦にお示ししております。 

次、１７ページをお願いします。環境配慮レポートにおいては、お示ししているとおり、

総合的な評価を行って示しております。 

１８ページをお願いします。令和４年３月に公表した環境配慮レポートは、一般の方々

への縦覧や関係する行政機関、国土交通大臣や環境大臣への送付を経て、環境配慮レポー

トに対する意見を伺い、これらの意見を踏まえて、さらに次のステップである方法レポー

トを作成しております。 

１９ページをお願いします。環境配慮レポートに対する国土交通大臣意見は、環境大臣

意見を勘案した上で、事業者である九州地方整備局に送付されております。なお、国土交
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通大臣意見と事業者の見解は、右下の URLから閲覧が可能となっております。 

次に、２０ページをお願いします。環境配慮レポートに対する熊本県知事意見は、令和

４年６月２２日付けで、事業者である九州地方整備局に送付されております。なお、熊本

県知事の意見と事業者の見解は右下の URLから閲覧が可能です。 

次、２１ページをお願いします。環境配慮レポートに対する一般の方々からの意見につ

いては、総数３５者から意見をいただきました。これらの意見を整理し、その意見の概要

に対する事業者の見解を方法レポートに示しております。その内容は右下の URL から閲覧

が可能となっております。 

２２ページをお願いします。環境影響評価の流れの中で、全５段階で公表するレポート

の第２段階目である方法レポートを令和４年１１月１４日に公表いたしました。 

２３ページをお願いします。方法レポートとは、環境影響評価法における方法書に相当

する図書として、どのような項目について、どのような方法で調査・予測・評価をしてい

くのかという環境影響評価の計画を示したレポートのことです。右側に記載の目次構成の

とおり、法の規定に沿って方法レポートを作成しており、配慮レポートに関する内容も記

載しております。なお、方法レポートの本文は公表しており、右下の URL から閲覧が可能

となっております。また、詳細な確認方法は参考資料⑨にお示ししております。 

次、２４ページをお願いします。環境委員会において、方法レポートの作成に係る議論

や助言を踏まえて、方法レポートを公表しております。８月に実施した第４回委員会では、

この方法レポートに関する議論の他、検討中であるダムの設計に係る環境上の視点につい

て説明しており、その際に、先程説明した説明資料の１２ページでお示しした３つの着眼

点を踏まえた複数の配置、形状、ダム構造の検討例を参考資料⑩でお示ししております。 

ここで、参考資料⑩について検討状況を説明します。お手元に参考資料を御用意くださ

い。これは、現在検討中であるダムの構造の検討例でございます。１枚ページを進んでい

ただきまして参考資料の⑩-１を参照ください。 

この資料については、現在検討中でありますが、今の３つの着眼点を踏まえた検討例と

して示しております。 

まず、２５ページは放流設備の配置検討例でございます。放流設備について、河床部放

流設備は、平常時及び一定規模の洪水まで河川の水と土砂を流下させる施設であり、常用

洪水吐きは、洪水調節時に放流する施設であることを踏まえて、放流設備の配置、数につ

いて今後検討していきます。例えば、この資料の左側の図面は、河床部に放流設備が２つ、

真ん中に常用洪水吐きが３つある例でございます。 

一方、この図面の右側の方の検討例では、自然河川の状態をできる限り維持することを

目的に、河床部放流設備の放流能力を増やした例でございます。 

この図面のとおり、この赤い枠でお示ししているとおり、河床部放流設備が３つで、ダ

ムの堤体の中段ぐらいに常用洪水吐きは２門、河床部は３門ということで、２５ページの

右側の下段の方に書いている生物の移動経路の確保に対する着眼点でもお示ししていると

おり、ダム地点の平常時の水が流れる川幅が１０メートルから２０メートルということで、

河床部放流設備の全ての幅を合計しますと１５メートルであることから、現状と同程度の

幅が確保できると想定しております。まだ、これについては、今後、検討していきます。 

次、２６ページをお願いします。こちらが河床部放流設備の高さ関係の検討例でござい

ます。これについてもダム地点の上流と下流の連続性、平常時の連続性を極力、できる限

り確保するために、河床部放流設備の敷高、高さ関係を今後検討していきます。 

この資料の左側の図面、これはダムを横から見たものでございます。このように、この

案では、３つの門は同じ高さに設置している例でございます。 

一方、右側の検討例では、１門低く下げることによって、水深又は落差、流速を低減さ

せる案でございまして、生物が遡上できるような環境をしっかり確保するために、このよ
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うな検討例を考えてございます。また、これについても、しっかり数値計算、又はいろん

な検討を行って、しっかり遡上環境を構築できるような構造にしていきたいと考えており

ます。 

次、２７ページをお願いします。続きましては、減勢工の配置の検討例でございます。

この減勢工は、先程申したとおり、洪水調節によるダムからの放流水の力を弱めるために

設置する必要があり、ダム直下流に設置する施設である減勢工の配置について、今後検討

していきます。例えば、この左側の検討例では、平常時と洪水時の減勢機能を分離した例

でございます。この図面のとおり、これはダムを上から見た図面でございますが、このダ

ムの左側は河床に放流設備がありまして、平常時はここから水が流れると。一方、洪水時

には、このダムの右側の放流口から水を放流することによって、平時と洪水時の機能を分

離した例でございます。一方、右側の検討例については、極力、ダムによって改変面積を

増やさないようにすることを目的に、平常時と洪水時の減勢機能を一体とした例でござい

ます。 

次、２８ページでございます。減勢工の形状としましては、これはダムを横から見た図

面でございまして、左側の検討例では、この減勢工の敷高を放流設備と同じ高さに設置し

た例でございまして、この下流に副ダムと申しまして、洪水時には副ダムによって減勢地

内の水位を上げることで、放流水の勢いを弱めるという目的で設置するもの。また、右側

の検討例では、副ダムを設けずにこの減勢工を掘り下げて、この池のようなプールで減勢

地内に水位を確保することで、ダムからの放流水の力を弱める例でございます。以上、現

在検討中の構造例について紹介いたしました。 

また、参考資料から説明資料の方に戻っていただくようお願いします。先程説明した説

明資料２４ページをお願いします。今後、先程紹介しました環境影響評価の内容を踏まえ

て、最適なダムの構造を引き続き検討していきます。先程も紹介しましたが、この流水型

ダムの環境委員会の全ての会議資料は川辺川ダム砂防事務所のホームページで公開してお

り、右下の URLから閲覧が可能となっております。 

次、２５ページをお願いします。こちらが環境影響評価の項目でございますが、影響を

与える側の影響要因と、影響を受ける側の環境要素で構成されております。一般的な貯留

型のダム事業における標準的な環境影響評価項目は関係法令に示されておりますが、川辺

川の流水型ダムは、平常時は洪水調節地内に水を貯めないことから、標準的な環境影響評

価項目である貯水地の存在を、赤字で示すおり洪水調節地の存在に変更してございます。 

また、試験湛水の実施については、標準的な環境影響評価項目であるダムの堤体の工事

の一環として扱われるものでありますが、流水型ダムについては、試験湛水が長期間に及

ぶ場合、環境への影響が生じる可能性があることから、ダムの堤体の工事と試験湛水の実

施を分けて整理いたしました。 

なお、試験湛水とは、ダムが完成した後に貯水や放流に対するダムの本体、また放流設

備、洪水調節地周辺等の安全性の検証を行うものです。 

次、２６ページをお願いします。こちらは、方法レポートにおいて、環境要素ごとに調

査・予測・評価の手法を設定しており、その１例として動物の手法をお示ししております。 

文字が小さくて大変恐縮でございますが、方法レポートには、環境要素ごとに調査すべ

き情報、調査の基本的な手法、調査の地域、調査の地点、又は調査時期、予測の手法、評

価の手法、選定理由を掲載してございます。 

例えば、ここに書いているとおり、調査期間については、これからやる調査に加えて、

これまで実施した調査結果も踏まえて検討していきます。 

次に、予測の方法については、文字が小さくて恐縮ですけども、直接改変と直接改変以

外に分けており、例えば、動植物に対しては、水質の変化をしっかり数値計算で評価をし

て、又は流況はどれくらい変わるのか予測をします。又は、河川の連続性の変化としてダ
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ム堤体の工事中に流況が変わった場合にどれくらい影響を与えるのか、それはしっかり評

価をします。 

また、予測の手法の③ダム調節地の環境について、例えば試験湛水の一時的な冠水とし

てここに書いているとおり、ダム洪水調節地内の冠水リスクを整理しまして、植生図と重

ね合わせることで植生の変化の程度を把握し、それを植生の変化による重要な種の生息環

境及び注目すべき生息地に及ぼす影響を予測すると、こういうような表形式で、全ての項

目、影響項目、要素について方法レポートでは整理してございます。 

次、２７ページをお願いします。令和４年１１月１４日に公表しました方法レポートは

１１月１５日から一般の方々への縦覧、又は関係する行政機関への送付を経て、方法レポ

ートに対する意見を伺いまして、これらの意見を踏まえて、環境影響評価を実施して、準

備レポートを今後作成して参ります。 

次、２８ページをお願いします。今後の環境影響評価の流れとしましては、環境影響評

価の調査・予測・評価の結果や環境保全措置などを整理して準備レポートを公表していき

ます。  

また、準備レポートに対する一般の方々や関係する行政機関からの意見を踏まえ、準備

レポートを修正して評価レポートを公表していきます。 

さらに、その評価レポートに対して、国土交通大臣又は環境大臣からの意見を踏まえて 

評価レポートの補正を公表し、最終的には環境保全措置、事後調査の実施などを行って参

ります。 

２９ページをお願いします。流水型ダムのロードマップでございます。 

３０ページをお願いします。流水型ダムの工期につきましては、他のダムの事例を参考

に、調査、設計や関係者との調整に５年、ダム本体関連工事である基礎掘削に４年、本体

打設に５年の計９年を想定しており、完成は令和１７年度と設定しておりますが、環境調

査や影響検討については、継続的に実施していき、事業完了後についてもフォローアップ

を行い、必要な運用の改善など環境保全の取組みを継続的に実施して参ります。 

併せて、地域振興や生活再建に関する協議及び実現に向けた連携も行っていき、協議が

整ったものから速やかに着手して参ります。なお、このロードマップは、概略検討に基づ

いて設定しており、今後も工期短縮に努め、丁寧かつスピード感を持って進めて参ります。 

最後に、この流水型ダムの役割、仕組みなどについては、様々な機会を通じまして、地

域の皆様への説明を実施しており、地域の方々がお待ちになられているダムができること

による様々な環境影響の心配、又は懸念について、引き続き丁寧に対応して参ります。 

また、ダムができた後の維持管理も含めて、地域での利活用とも連携を図りながら環境

影響が小さくなるよう、しっかり取り組んで参ります。 

以上が事業者からの説明でした。 

 

（座長） 

説明ありがとうございました。専門的な説明で分かりにくい部分はあったと思いますが、

ここで１０分間休憩しまして、その後に皆様からの御意見をいただく予定としております。

１０分間の休憩中、もし確認したいことがあったら、担当の方に聞いていただければ対応

いたしますのでよろしくお願いします。それでは３時まで。スタートは３時でお願いした

いと思います。よろしくお願いします。 

 

〔休 憩〕 

 

（座長） 

それでは再開させていただきます。次第の第６意見等に移ります。これからは、構成員
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の流域住民の皆様から御意見をいただきたいと思います。なお、今回はあくまでも流水型

ダムの事業の方向性と進捗状況について確認をする予定でございます。それに限った質問

と対応にさせていただきたいと思います。 

本日は第 1 回ということで、できれば皆様から御意見をお伺いしたいと思います。でき

れば３分以内ということでよろしくお願いします。 

また、本日はテレビカメラ等も来ていますので、もし何か気になって、自分だけ映さな

いでくれということであれば事前にお申し出ください。よろしくお願いします。 

それでは、市町村別に５名の方に御意見をいただきまして、まとめて事業者から説明す

るようなやり方で進めて参りたいと思います。 

それでは、まずは、八代市の蓑田様、人吉市の川野様、芦北町の鎌畑様、錦町の市田様、

多良木町の落合様の順にお願いいたします。 

 

（流域住民・市町村別 八代市） 

座ったまま、失礼します。八代市坂本住民自治協議会の蓑田と申します。時間をいただ

きましてありがとうございます。 

あの水害から２年半経ちまして、国道２１９号をはじめ護岸工事あるいは河道掘削工事

を進めていただいております。私たちも 1日も早い完成を望んでいるところであります。 

まず、緑の流域治水についてですが、「住民の命を守り、地域の宝である清流を守る新た

な流水型ダムを国に求めることを表明しました」と知事のお言葉があります。私は、この

住民の命を守り、地域の宝である清流を守るというところですけど、私たちにとって人の

命ほど重たいものはないと思っております。 

ですから、ダムのお話は聞きましたけれども、このあいだの災害を教訓として、特に、

私たち中流域の坂本町には山間地に住宅がありますので、避難場所、施設、避難路の整備

も含めて考えていただければありがたいと思っております。 

次に、緑の流域治水ですので、川だけじゃなく、山も含まれていると私は受け止めてお

ります。山腹の崩壊による河川、特に支流の土砂災害というのは、とてもひどかったと思

っております。ですから、そちらの方も含めた仕事をしていただけばと思っております。 

河道掘削もあちこちで今行っておられますが、９月の台風１４号で、せっかく掘り上げ

られたところに、また土砂がたまって、最近も掘削作業が行われております。私は、この

掘削は渇水期には毎年定期的に行っていただければありがたいと思っております。 

また、森林の整備についてという説明会がありまして、２回ほど参加しましたけれども、

その説明会は平常時の山の手入れについて説明があったように私は受け止めました。私た

ちは、この災害に伴って荒れた林道、作業道を早く復旧していただきたいと願っておりま

す。この山が崩れることは、川へもつながりますので、そこら辺も含めて進めていただけ

ればと思っております。 

いろいろ話したいんですが、時間がありませんので、以上終わらせていただきます。あ

りがとうございました。 

 

（座長） 

ありがとうございます。続いて川野様。 

 

（流域住民・市町村別 人吉市） 

こんにちは。今回の知事の御英断によりまして、この水域が一日でも早く安全になりま

すように祈るものでございます。申し遅れました、旅館翠嵐楼の代表取締役をしておりま

す川野と申します。 

私どもの祖先は、今から１１２年前に宇土からやって参りました。それから旅館業を営
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みまして１１２年、その間に、私の父が申すには７回の床上浸水を経験しておりまして、

近年の令和２年７月豪雨以前では昭和４０年の水害が約２メートルというところでござい

ました。 

私ども、それにならって、２メートルから如何に被害を治めるかというところを頑張っ

てきたんですけども、今回の令和２年７月豪雨では約５メートル、私どもの実測で４メー

トル８０センチという水が来てしまいました。気候変動の影響もあると思いますし、これ

から先どういった災害が出てくるか分かりませんけど、それに少しでも、私個人の考え方

としては、抗っていきたいという思いがしております。 

そのために、人知を尽くして、ここに住む未来がある人たちのために、何とか１日も早

くこの事業を成功させていただきたいというふうに思っております。 

本日お見えの松岡人吉市長とは、私、市議会議員で同期でございまして、２期８年を務

めさせていただき、松岡氏は市長へ、私は事業承継へというふうに道を分けておりますが、

観光業の立場上これからの球磨川の行く末、川辺川の行く末というのはすごく気に掛けて

いるところでございます。 

私の家内の父は五木村出身、それから家内の母は相良村四浦出身、そういう思いで、今

までいろいろ苦労してこられた上流の皆さんの思い、昭和４０年水害で人吉のためにいろ

いろ辛い思いをされた思いを、今こそ、ここでしっかりと受け止めて頑張っていかなけれ

ばいけないなというふうに感じているところです。 

本日はこういう場にお招きをいただき本当にありがとうございます。今後ともしっかり

と球磨川・川辺川の行く末を見ていきたいと思います。どうぞよろしくお願いします。 

 

（座長） 

ありがとうございます。どうぞ鎌畑様。 

 

（流域住民・市町村別 芦北町） 

皆さんこんにちは。私は芦北町の白石行政区長の鎌畑と申します。よろしくお願いいた

します。 

白石地区は１２世帯が居住しておりまして、球磨川を眼下に普段の暮らしの中に常に球

磨川が存在して、景色やその恵みがあり、豊かで静かなところです。 

現在は、令和２年７月豪雨の被害からの復興に向けまして、宅地かさ上げの事業の１日

も早い着工・完成のために国、県、町それから地域住民と一丸となって取り組み、話し合

いを進めております。 

このような中、新たな流水型ダム事業につきまして、豪雨からの災害が少なくなり、か

さ上げ事業の効果が最大限に発揮されるということで、必要不可欠な事業だと認識してお

ります。１日も早いダム建設の着工と完成を望んでおります。 

地区住民をはじめ流域で暮らす私たち、これまでもそうであったように今後も、球磨川

とともに生活を送っていかなければなりません。 

ダム建設地及びダム流域となる相良村、五木村の皆様のおかげで流域の暮らしが守られ

ていることに対しまして、心から感謝をお伝えいたします。一方で、両村に対する支援、

振興策が最大限に図られるようお願いしたいと思います。 

安心・安全を確かなものにするため、創造的復興に御尽力をいただいております国、県、

町の関係者の皆様には本当に感謝を申し上げるところでございます。芦北、球磨川流域に

住む者として、再びこのようなことがないように、宅地かさ上げ、それからダム事業にと

どまらず、河川堆積土砂の定期的な掘削、それから避難路の強靭化など必要と考えられる

対策の着実な実施を、これからも求めて参りたいと思っております。 

最後に、有事の際に住民の逃げ遅れゼロとするため、マイタイムラインの作成そして地
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元消防団などと連携を強めていきまして、地区の防災力向上を図り、自助、共助の取組み

に力を入れていくことも、地区の行政区長としての使命であると思っております。 

最も大事なことは命と財産を守るということになってくると思いますので、私もこの会

に協力したいと思っております。よろしくお願いいたします。 

 

（座長） 

 次は、錦町の市田様。 

 

（流域住民・市町村別 錦町） 

錦町の区長会の会長をしております市田でございます。よろしくお願いします。 

錦町も令和２年７月４日の災害、水害につきましては、甚大な被害が出ております。そ

の中でも、錦は西地区、一武地区、木上地区という３地区に分かれておりますが、ほとん

どの被害場所が球磨川沿い南側、北側のいわゆる水田地帯でございます。 

ひどいのは家屋の倒壊、あるいは車、農機具その他そういった機材も含めて水没してお

ります。それと併せて、水田地帯ではどこにも汚土、流木、大きな石等が散乱しまして、

翌年の水稲の作付けができなかったというところがほとんどで、農家でありながら自家用

の飯米も、ないという事態も発生しております。 

それと併せて、私の地域の女性一人、男性一人が人吉市内におきまして亡くなっており

ます。これは悲惨なものでございました。私の近所の出身でございました。私よりも若い

男女それぞれ 1 名ずつ亡くなっております。こういったことを踏まえて、先程来、話もし

ましたが、私の区域は支流として、宮崎県側、えびの側から流れております川が、小さで

川と高柱川というそれなりに大きい川があります。それも最終的には球磨川に合流するわ

けですが、その上流の方も橋を越えて、土砂災害あるいは、田んぼもそれぞれ浸かってし

まって、ひどい人は１町５反ほど作られない状態になっております。未だ復興していない

田もあります。 

そういった状況を踏まえたときに、「もう二度とこういう悲惨な災害が発生しないならば」

との思いがあります。今回の資料も、私も、錦町でも地区の座談会がありましたが、１０

月１７日に今日のこういった状況の資料を初めて拝見させていただきました。 

私も、専門的には無知な方ですので、まだまだこれは勉強しないと中身については分か

らない点も多々あるかなという気持ちでございます。 

それと併せて、市房ダム、いわゆる貯水型のダムがありますけれども、今後の整備等の

計画があるならば、そこら辺も内容を説明していただければなと思っております。 

１日も早い着工を期待しております。以上です。 

 

（座長） 

ありがとうございました。続きまして、多良木町の落合様。 

 

（流域住民・市町村別 多良木町） 

私、多良木町の黒肥地１区の区長の落合陸男と言います。よろしくお願いします。 

本日、この会に初めて出席させていただきまして、私の方は奥球磨で、今の話にあった

市房ダムのところでございますが、蒲島知事が表明された、この設置の趣旨に則って、先

程事業者の方が説明されたように、言われることは、五木の人、相良の人、本当にもう何

十年前から、新聞等にも書いてありますが、翻弄されております。そういったところに、

私たち本当にその労苦に敬意を表するというか、そういった中で、先程言いましたように、

丁寧な説明とスピード感を持って、できれば工期を短縮するような対応を、しっかりとと

っていただきたいと願います。 
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そういった中で、一つだけ私の方で思うのが、今までも話がありましたが、市房ダムに

おいても、やはり山林です。この人吉球磨は、何と言っても山が豊かであります。こうい

った山を活かすためには、また山が災害を及ぼすようなことにならないがためにも、その

流木を減らすような、それも災害の防止に大きな意味をなすんじゃなかろうかと思います。 

それで今言いましたように、事業者も言われたように、丁寧な説明そしてスピード感を

持って、その中には山の仕組みもしっかり入れていただいて、相良、五木の人たちがもう

迷惑されないように、できるだけ早い工期で進められて、その趣旨に則った、蒲島知事が

言われた緑の流域治水の一つとして、住民の命を守り、地域の宝である清流を守る新たな

流水型ダムを国に求められたということですので、しっかり皆さん、ここにおられる県、

国の方々、また大きく言えば学識者の知恵を大いに活かしながら、早めに立派な流水型ダ

ムを建設されることを期待してやみません。 

それこそ、初めてのこの会で詳しい話を聞きましたが、今後も、その説明を聞きながら、

その時々で意見具申することがあれば述べさせていただきますので、どうか皆さんの更な

る活躍を、頑張りを期待して、私の話を終わらせていただきます。どうぞ元気よく頑張っ

てください。お願いします。 

 

（座長） 

ありがとうございました。今５名の方からいただきました。 

まずは八代市の蓑田様からは、「緑の流域治水を進める中で山の対策も必要だ」というこ

と、また、「避難路と河川掘削もしっかりやって欲しい」というような話もいただきました。 

また、人吉の川野様からは、「人吉地区の安全確保はしっかり進めて欲しい」というよう

なお話。 

また、芦北町の鎌畑様からは、「下流域を守っていただいておる相良や五木の振興をしっ

かりしてくれ」というような話。また、「緑の流域治水をしっかり進め、安全を確保して欲

しい」ということ。 

錦町の市田様からは、「市房ダムを含めたしっかりした緑の流域治水として進めて欲しい」

という話。また、「スピードアップも図っていただきたい」というような話。 

多良木町の落合様からも、「まずはスピード感をもって頑張れ」というような話もいただ

きました。 

これに対しまして事業者、県含めまして一つ一つお答えさせていただきます。 

 

（国土交通省九州地方整備局川辺川ダム砂防事務所） 

川辺川ダム砂防事務所長の齋藤でございます。ありがとうございます。様々な御意見い

ただきました。 

まず、今日３０分という短い時間でございましたが、引き続き、丁寧にいろんな仕組み、

又はこれからいろんなことが分かっていきますので、様々な手段、例えば模型を作ってダ

ムの構造の仕組みとか、いろんな手段を使って丁寧に説明して参りたいと思いますし、蒲

島知事の表明にあった命と環境、この両面から丁寧かつスピード感を持ってやっていきた

いと思っております。加えて、ダムだけではなくて、気候変動に負けないように、気候変

動は一年一年ごとに徐々に進行しておりますので、しっかり流域治水全体で対応していき

たいと思っています。 

水だけではなくて土砂と流木。水、土砂、流木この三つを面的に、山林から含めて、川

も含めて、小さな支川、小川いたるところで多層的に全ての施策を総合的に行っていく必

要がありますし、令和２年７月豪雨以降に球磨川水系では流域治水協議会も立ち上がって

います。その中で、森林部局や農政部局と連携しながら、一体的に進めて参ります。 

加えて、やはりスピード感が重要であります。先程話がありました河川に堆積した土砂
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については、令和２年７月豪雨では、球磨川の国管理区間で１２０万（立方メートル）か

ら１３０万（立方メートル）の土砂がたまりまして、それについては一刻も早く撤去する

べきということで、令和２年７月豪雨以上の掘削、土砂撤去を行い、現在においては１７

０万（立方メートル）以上の掘削も行っています。 

引き続き、継続的に、維持的な掘削も含めて行ってきたいと思いますし、この進捗につ

いては緊急治水対策プロジェクトということで、ホームページに月１回、進捗状況を公表

し、我々もその状況もお示しして、進捗管理を図っていきたいと思っております。 

また、先程、流水型ダムのロードマップを説明資料の最後にお示ししましたが、ダムに

ついては、環境影響評価をしながら進めていき、併せて、このダムで水没する五木村、相

良村の地域振興も含めて、治水の究極の目標は、球磨川水系の発展が一番でありますので、

ダムの計画に加えて、地域の皆さんと連携しながら、地域が発展するような地域振興も取

り組んでいきたいと思っております。 

 

（熊本県球磨川流域復興局） 

熊本県で球磨川流域の復興担当をしております水谷と申します。御意見ありがとうござ

います。 

ただ今いただいた御意見、齋藤所長から総括的には、お話しいただいておりますけども、

補足的に緑の流域治水について少しお話をさせていただきたいと思います。 

県の方でも、緑の流域治水として独自の取組み、まず、田んぼダムの検証を今行ってお

ります。これは、実際の田んぼダムの取組みを進めることはもちろんですけども、いろん

な方々が、そういうことの取組みを通じまして、防災意識を高めていただいたり、そうい

ったことも考えております。 

また、そういった農地・農業水利施設の活用でありますとか、県の方では防災・減災の

ソフト対策の基金を独自に用意しており、市町村の方に利用していただいて、防災・減災

の取組みを支援させていただいております。そういったことを通じて、ハード対策だけで

はなくて、防災・減災の取組みを含めまして、緑の流域治水を、今申し上げました国、県、

市町村の皆様また住民の方とも一体となって、取組みを進めて参りたいと考えております。 

山の対策についても、もちろん県の方でも治山、砂防事業を進めておりますので、その

辺も県としても一生懸命頑張っていきたいと思っております。 

また、話にありました五木村、相良村の振興に、蒲島知事も一生懸命頑張っているとこ

ろでございますので、国と力を合わせて五木村、相良村の振興に全力を尽くして頑張って

参りたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。 

 

（熊本県土木部） 

土木部で河川港湾局長をやっております里村と申します。 

市房ダムについてございましたのでお答えさせていただきます。 

まず、市房ダムは水上村に造らせていただいて、これまでも含めて下流の洪水調節をや

ってきたということでございます。また、併せて、幸野溝や百太郎溝で水をお使いになる

農家の方々への水源として利用されている。また、県の企業局では発電もさせていただい

ているというような多目的のダムでございます。 

今年の洪水でも貯留をしっかりさせていただきましたけれども、引き続き、県では、適

切な維持管理をしっかりしていくということを考えております。 

今回、８月に取りまとめた河川整備計画、国と県とそれぞれで取りまとめましたけれど

も、この中で、市房ダムにつきましては再開発をするということで、今の市房ダムを、既

存のダムをより効果的なダムに改造していこうということが盛り込まれております。 

具体的な検討はこれから進めていくということになりますけれども、国と協力をしなが
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ら、今回川辺川の流水型ダムの会ですけれども、市房ダムについても先程ありましたとお

り、説明をしながら進めていきたいというふうに考えております。以上でございます。 

 

（座長） 

よろしくお願いします。 

何も答えていないものはございませんで、大体答えたと思います。 

今、事業者から説明がありましたが、今日は有識者の皆さん４名参加していただいてお

ります。 

今、事業者の説明等につきまして、補足したり評価できればよろしくお願いいたします。 

では、泉先生。 

 

（有識者 河川工学） 

北海道大学の泉と言います。何で北海道の大学の人が、こんなところにいるんだろうと

思う人もおられると思いますので説明させてもらいます。 

私は１９６３年に多良木町の黒肥地というところで生まれました。球磨川べりです。４

歳のときに人吉に引っ越してから、１８歳で人吉高校を卒業するまで人吉で育ちました。

そのとき、引っ越す前のところに球磨川の堤防ができて、それで引っ越すことになって、

生まれた家は、今は球磨川の中です。１８までその人吉で育つ間、ずっと川辺川ダム問題

がありました。ですから、私は本当に、身近に川辺川ダム問題というものを感じて育って

きたんです。高校のときも、大きな水害には遭いませんでしたが、球磨川の水が満ちて、

あふれそうになったのを何回も見てきました。人吉高校は肥薩線や湯前線で通学する人が

多かったので、水が出ればすぐ休校になって、午後から休み、そんなことを覚えておりま

す。 

そんなことを経験したからだと思うんですけれども、私は大学に入ってから河川工学を

専攻しました。そして、人吉球磨が水害に遭わないようにするためには、どうすれば良い

かということを研究してきました。 

人吉球磨は（ダムがないと）しょうがないのです。盆地で、長い狭窄部が下流にあるの

で、上流で貯めないといけない。しかも一番恐ろしいのが川辺川です。大体、五木に雨が

降れば人吉は危ない。山の中を流れてくるんですから、少し降ってもピークの流量がすご

く大きくなります。激流が流れてくるんです。そういうところに、川辺川にダムを造る、

これは非常に効果的です。未だに「ダムが本当にいるのか」、「他に何か方法はないだろう

か」と言う人が多いですが、これはもうダムしかないのです。 

私、一番悲しいのが、今回の水害で「人吉はもう住めない」、「また洪水が起こればどう

なるのか。もうこんなところには住めない」といって人が離れていくことです。是非とも、

人吉球磨の復興のためにも、この川辺川のダム、これは早く造って欲しい。 

有識者という立場ですが、球磨人吉に関係の深い人間として、力説させてもらいたい。

以上です。 

 

（座長） 

小松先生よろしくお願します。 

 

（有識者 河川工学） 

九州大学の小松です。 

今、泉先生の方から「川辺川ダムは絶対必要なんだ」という御意見があったんですが、

私も全く同意見です。もうダムしかないんですね。具体的に球磨川で、これから気候変動

の豪雨を防いでいけるのはもうダムしかありません。 
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ただ、この川辺川ダムにはいくつか特徴があるわけですね。一つは、かなり大型のダム

だということで、大型のダムだと本当にお金もかかるし、また周りへの影響も大きいとい

うことで、五木、相良の人たちに苦渋をお願いしているということがあるわけです。 

もう一つは、そういう経過もあって、清流という環境の保全に対して非常に厳しい要求

があるというのが大きな特徴かなと思っています。したがって、本当に環境もそれから洪

水対策、治水に対しても完璧に近いようなダムを絶対に造らなければいけないということ

で、我々学識者も「知恵を絞ってやろう」、「世界でも最先端のダムにしよう」、「世界から

視察が来るようなそんなダムにしようよ」と考えています。 

その結果、地域の住民の方から「造って良かった」、「造ってもらって良かった」と言っ

てもらえるようなそんな流水型ダムにしたいなと思っています。 

そのため、絶対に失敗は許されないんですね。流水型ダムというのは、一般的に環境に

は優しいんですが、もちろん限界があります。それから欠点もあります。単なる流水型ダ

ムだと治水効率が悪い。それから大型ダムには向いてないというような、いくつかの欠点

があるわけですね。 

そういう欠点を、何とか最新の技術・知恵を出して補って、本当に世界に誇れるような、

そういうものにしていきたいなと思っています。 

国交省にお願いなんですけど、今日の説明資料、専門家の私が見ても、ちょっと分かり

にくい。例えば、８ページですね。ここに流水型ダム（平常時）ということで、益田川ダ

ムがあるんですけど、この左側の図は、益田川ダムとは全然関係のない図なんですよね。

益田川ダムは単なる自然調節方式で、こういうゲートは付いていません。 

それから、１１ページの辰巳ダムも、これも放流設備が常用洪水吐きであるんですが、

これもゲートは付いてなくて、いわゆる自然調節方式です。何が言いたいかと言ったら、

自然調節方式とゲート付きの説明がごちゃごちゃになっているんですね。 

これでは住民の方は、何回説明を聞いても分からないと思います。新たな流水型ダムと

しての川辺川ダムは何が特徴で、何が新しいのか、それがよく分かるようにする。例えば、

従来の流水型ダムの長所・短所をまずきちんと述べて、そして今回検討していることの斬

新さをきちんと述べる。そうすると、住民の方も分かってくれるのかなと思います。 

それで最後にもう一つ、新たな流水型ダムについては、現在構造を検討中ということな

んですが、「検討中」、「検討中」とずっと言って、後になって、「もうこれで行きます。も

う変更はききません」ということのないように是非お願いしたい。  

我々にも、住民の方にも十分納得してもらった上で、ダム構造の最終決定をお願いした

い。以上です。 

 

（座長） 

ありがとうございます。皆川先生いかがですか。 

 

（有識者 環境） 

 私がここでコメントして大丈夫でしょうか。時間は、１６時までですので、後の方が。 

 

（座長） 

 それでは後の方で。鬼倉先生いかがですか。 

 

（有識者 環境） 

 私も最後の方で結構です。 
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（座長） 

それでは最後にお願いします。 

住民代表から意見していただきましたので、各首長さんの方で御意見があればよろしく

お願いいたします。特によろしいですか。無ければ、次、進めさせていただきたいと思い

ます。また何かあれば後でということで。 

次は６名の方、お願いしたいと思います。湯前町の中武様、水上村の杉野様、相良村の

渡邊様、五木村の石田様、山江村の山口様、球磨村の多武様の順にお願いしたいと思いま

す。それでは湯前町の中武様、よろしくお願いします。 

 

（流域住民・市町村別 湯前町） 

今、御紹介をいただきました、上球磨の上流に住んでおります、流域住民の区長をいた

しております中武でございます。先程から八代市さんの方から多良木町さん、御意見申し

上げられましたけども、それに全く同感でございます。 

従いまして、第１回の会議の中で御説明をお聞きいたしまして、先程からお話がござい

ましたとおり、流域住民も一体となってこの事業を進めていくことを再確認いたしました。 

現在、どこでも異常気象と言われる中で、令和２年の７月の大水害のようなことが二度

と起こらないように、目的に向かい安心・安全な暮らしができるように流域住民の方々と

ともに情報等を共有し、この目的の達成のために貢献をしていきたいと思っております。 

それから、先程ダム関係の方法でございますが、やはり実際モニターとかを使っていた

だいて、その形式等を今後説明していただければ、私たちもいいかなと思っておるところ

でございます。今後ともよろしくお願いいたします。 

 

（座長） 

ありがとうございます。杉野様、よろしくお願いします。 

 

（流域住民・市町村別 水上村） 

先程、市房ダムの話がございましたが、市房ダムがございます地元、水上村区長会の会

長をいたしております杉野でございます。 

先程、小松先生の方からお話もございましたが、その話を聞いた中では、これ以上のダ

ムは無いかなというふうに理解をしたところですけれども、小松先生のお話ございました

とおり、「この流水型にはこういう欠点はあるんだよ」と、「ここは知っていてください」

というようなこと、やっぱり言いにくいことかもしれませんけれども、私たちは知ってお

くべきことだというふうに思います。 

それから、市房ダムの方でお話ししますと、先程、貯水型のダムはこれが一番だろうと

いう話がございました。今せっせとダンプが８０台で砂利を取っております。確かに水上

の上流で砂利を取らないことには、またそれが下へ流れていくという傾向があるかと思い

ます。いかに上流で水を止めるか、どれだけ貯めきるかということが、やっぱり小松先生

の話のとおり、そういうことだろうというふうに思います。 

県の方も大変でしょうけど、８０台のトラックが頻繁に移動しております。村民も迷惑

しております。８０台のトラックが走るならば、必ず１２台ぐらい会います。私たち水上

の人は、市房ダムが、半数の人が毎日一回は見るダムでございます。そのイメージはある

もので、流水型のダムと言ってもなかなか理解しにくいでしょう。 

しかし、五木なり相良の方々の十分な理解を求めていく中で、水上の方でも十分、村民

の方に説明するべきだよな、というふうに理解いたしています。 

できるだけ、市房ダムの砂利を早めに取っていただくよう、お願いいたします。 
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（座長） 

ありがとうございました。次は相良村、渡邊様お願いします。 

 

（流域住民・市町村別 相良村） 

相良村の渡邊和夫と申します。今現在の相良村の復興計画の委員をしております。 

極端に言いますと、私の人生はダムに翻弄された時代でございます。先祖五木です。生

まれは。 

３８年ですかね、２年続けて災害が起きてから、４０年にダムの問題が出まして、農林

省がのっかかって多目的ダムになったわけですが、それからずっと翻弄されて、相良も二

分するような戦いがいつも。その過程は分かっております。 

現在にきても、またダムができるということになりますと、私、お茶、農業やっていま

すけど、水を持ってきて、とうとうできなかったなあということで。 

今４０年になります。私が五木から出て。現在、畑を管理しています。水を持って管理

するのでもなくなってしまったしですね。俺の人生はダムで始まって、ダムで終わったな

んて思っております。 

しかし、今現在、環境もどんどん変わっています。地球上も。７割６割は地球生態系を

壊したのは事実ですね。だから、人間に警告しているんじゃないかということで、ダムは

否定するわけではございませんけど、穴あきダムをですね。 

本当に、今度災害が起きても、一生懸命、県と国には、相良の、五木のために尽くして

いただいています。それは感謝しております。 

やっぱり今後は少子高齢化ですね。農業そのものが、受給率を上げないといけないのに、

相良には三反百姓以上、二反百姓もいないわけですね。農業では成り立っていかないです。

どんどん人口は売り手市場に行っていますから。だから、復旧・復興もいいけど、今後、

相良だけでなくて、球磨人吉全体で考えていかないとですね。 

砂利も山からどんどんきます。治水に時間がかかりますけど、今現在、山を、周辺を見

たら、はげ山だらけですよね。これに木を植えても追いつかないんですよね。だから、も

う少し山林の方に力入れて、ダムは早期安全で解決するようにですね。 

それで、今回水害にあってない人とあった人との考え方のギャップが非常に大きかった

と思います。天国と地獄の差ですよ。同じ相良で、人吉でもどこの町村でもですね。だか

らやっぱり人間関係が変わったのかなと。誰かを助けるという気持ちもないしですね。球

磨人吉と一緒になって、国に県に要望しながら。最後に水は球磨村の渡に集まるようにな

っていますから。 

自然に逆らったら、人間はもう、うまくいかんじゃないかと思っております。早急に、

早めに目に見えることで、災害に遭った以外の人でも、穴あきダムを、流水型ダムを理解

していただけるよう努力していただいて、早急に着工して、１０何年かかるんですけど、

できるところから思い切って進めていただけたらと思っております。 

ちょっと余談になりますけど、小辻の角の野々脇がございますね、その次、大平ですか

ね。上から見たら右岸に、あそこに戦前戦後に鉱山があった。御存知ですかね。ただ、穴

が空いていますから、あそこが災害が起きたら、水没するなどしたらと思うんですが、崩

落するんじゃないかなと。貯めたら、水の圧をかけるならバランス取れますけど、それを

水を引いたり、いっぺんにやったら、かなりまた災害が起きるんじゃないかと思って、そ

の辺を確認していただけたらと思います。以上です。 

 

（座長） 

ありがとうございます。次は五木村の石田様。 
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（流域住民・市町村別 五木村） 

五木村の中心地の石田です。よろしくお願いします。 

先程からの皆さんの御意見が、スピード感を持ってという御意見があっております。私

もそのとおりで、できればスピード感を早めていただいて、作業していただければと思っ

ております。 

これは質問もよろしいですかね。 

 

（座長） 

はい。 

 

（流域住民・市町村別 五木村） 

環境調査についてでございますが、以前に環境調査は１回行っていないですかね。今回

は穴あきダムに変わったということで、その変更点を、調査の増加分を今回調査するのか、

あるいは、改めて全て再調査するのか教えていただきたいと思っております。 

それからもう一点でございますが、調査範囲ですけども、新聞か何かで見たと思うんで

すが、球磨村までという形で聞いております。 

今回は大型で大きなダムでございますので、本当に球磨村まででいいのか。多分、穴あ

きですから、汚泥は下流域に流れていくと思います。これで濁りが長引く可能性もありま

すし、球磨村よりも先に行く可能性もあるわけですね。その辺りを含めて、どういう考え

でおられるのかお聞きしたいと思っております。 

もう一つは、ダムの構造でございます。穴あきダムということで、先程５つの穴を設け

る話がありました。これに、全て５つに、調整ゲートを付けるのかどうか、それとも、下

段の方は開いたままで、上の調整の方にゲートを付けるのか、その辺りが分かれば教えて

いただきたいのと、穴に入る流入口から流出口までの距離が、これを見たら大体１００メ

ートルぐらいあるということでございますが、要は入り口から出口まで１００メートルぐ

らいの流路口ができるような感じですね。そこを魚が遡上していくのかどうか。あるいは、

階段的に設けて、上がっていけるようにするのかどうか、その辺りも含めてお聞かせいた

だければと思っております。以上です。 

 

（座長） 

ありがとうございました。アセスの影響の範囲と穴あきダムの構造に関する御質問があ

りましたので、後でまとめて、お答えさせていただきます。 

それではよろしくお願いします。山江村の山口様。 

 

（流域住民・市町村別 山江村） 

山江村の山口でございます。 

私はまず最初、結論から申しますと、この流水型ダムの完成を、早期に完成させていた

だきたいと言うのが、まず結論でございます。 

先程から、皆様の御意見を伺っておりますと、河川の方に土砂が流れ込んで河床が上が

って、それが原因で水害の発生もあるんじゃないかなということで思っております。この

災害の防止については、やはり森林の整備とそして河川の整備が大事だと思うんですが、

その中で森林の方でございますけども、鹿が増えて、鹿の被害があると言い始めてから久

しいわけでございます。 

山の状態は、遠くから見ますと緑で綺麗なんですけども、山の中に入りますと、草が全

く生えてなくて、雨が降ると、土砂が河川に流れ込んで、支流から今度は大きな川辺川と

か球磨川とかに流れ込んでいって、土砂がたまり、それがまた災害を引き起こすというこ
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とがあるんじゃないかなと思っております。 

私は、鹿の頭数が非常に増えておりまして、それを適正な頭数と言いますか、なるだけ

減らして、河川に流れ込む土砂をなるだけそこで減少させるということは、金額的にも、

もちろんダム大切なんですけども、災害が起きてから、護岸工事とか相当な金額の事業費

がいりますけども、その鹿の頭数を制限するということは、それに対して、あまり金額的

には大したことないということで、効果が非常にあるんじゃないかということで思ってお

ります。 

鹿による土砂の流出と併せて、気候変動で非常に大きな災害がいつ発生するか分からな

いという状況でございますので、ダムの完成を早期に望んでいるものでございます。 

 

（座長） 

ありがとうございます。次は、球磨村の多武様お願いします。 

 

（流域住民・市町村別 球磨村） 

こんにちは。球磨村の多武と申します。私も、２年前の豪雨被災によりまして、球磨川

の浸水ではございませんけども、山からの土石流で家が埋まりまして、今、錦町の仮設の

方に住んでおります。 

私からは２点ほど意見を申し述べさせていただきたいと思います。 

１点目が、先程来、説明がございますけれども、私は、球磨村の神瀬という瀬戸石ダム

のダム湖周辺で育ちました。小さい頃から泳いだりしておりましたけども、夏になると、

なかなか川の匂いも臭くて、川に水を貯めるのは非常に環境に悪いんだなということでこ

れまで感じてきました。去年、島根県にある流水型ダムを見てきまして、「これだったらい

けるんじゃないかな」というふうに素人ながらに感じたところです。 

ただ、先程九大の先生や、国交省の方の説明もございましたけども、流水型ダムもいろ

いろあるとかないとかという話になっておりますので、その辺も含めて水を貯めるダムと

流水型ダムの環境に対する基本的な違いについて、まず御説明をお願いしたいと思います。 

２点目なんですが、今まで数多く意見が出ておりますけども、私も１８歳のときから山

に入りまして、これまでずっと山の仕事をして参りました。そこで感じることが、「山、こ

こ４０年間で荒れたなあ」というふうに思います。 

原因はいろいろあると思います。例えば森林所有者が８０代９０代から、全然山が分か

らない新しい人たちに交代をしている。また人工林の手入れ不足。先程意見にも出ました

鹿被害。鹿も４０年前は、見るとラッキーって話題になるくらいでしたけども、今はどこ

にもいるような状況です。 

そこで、森林の整備を進めながら、山を治めて行かないと、これから肥薩線の復旧とか

叫ばれておりますので、そういった復旧もかなり遅れてくるんじゃないかというふうに思

います。１、２年でできる話ではありませんけれども、是非、山に目を向けて、土砂をで

きるだけ山から川に流れ込まないようにするための森林整備をお願いをしたいと思います。

以上でございます。 

 

（座長） 

ありがとうございます。今、６名の方にいただきました。 

湯前町の中武様から「説明資料は分かりにくい」と言うような御指摘もございました。 

水上村の杉野様からは「流水型ダムの欠点もしっかりしたらいんじゃないか」、また、市

房ダムの砂利の撤去の話。 

また、相良村の渡邊様から「できるだけ早期に」ということと、山の問題についての御

提案もございました。 
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また、（五木村の）石田様からは、環境アセスの具体的なやり方とか影響の範囲、あるい

はダムの構造における影響等について御質問がございました。 

また、山江村の山口様からも、山の問題で「鹿が増えて、それをしっかりくい止めるべ

きじゃないか」という御意見もいただきました。 

これについてまず、事業者と県の方からお答えさせていただきたいと思います。 

 

（国土交通省九州地方整備局川辺川ダム砂防事務所） 

御質問ありがとうございます。川辺川ダム砂防事務所の齋藤でございます。 

様々な御意見いただきましたので、最初に、ダムの構造の方から説明させていただきた

いと思います。 

最初の説明でも、若干ながら、駆け足で御説明した資料を再度、御覧になっていただき

たいと思います。 

説明資料の２２ページ。今モニターにもお示ししてございますが、２２ページをお願い

します。 

こちらが、現在実施中の環境影響評価の実施の流れでございます。 

基本的なスタンスとしては、環境影響評価の結果も踏まえながら、ダムの構造を絞り込

んでいきたいと考えております。 

現時点につきましては、この川辺川の流水型ダムについては、今年の８月に河川整備計

画を公表させていただきましたが、ダムについては、高さ、規模については確定してござ

いまして、ダムの形式については、元々、川辺川のダムということで、貯留型の時代につ

いては、アーチ形状のダムでありましたが、今回新たに、流水型ダムとして形式が変わっ

てございます。アーチから重力式ということで、元々は水を貯留しますので、水の力でダ

ムもしっかりその地震にも耐えられるようにするためにアーチ形状でありましたが、流水

型ダムは普段水を貯めませんので、地震動に対してはしっかりコンクリートの重さで耐え

られるように、安全のある、ダムが壊れないように重力式に変わってございます。一方で、

これから気候変動等で降雨量が増加しますので、さらに、これから想定される雨の増加も

踏まえて、ダムの規模を設定していると。元々、ダムの高さとしては、１０７.５メートル

でありまして、その中で洪水に使う容量に加えて、利水の容量、または普段水を貯めます

ので、土砂が相当数たまると。今後、流水型については、利水も事業者が撤退しています

ので、利水もフルに洪水調節に使う。又は流水型ですので、そこまでは土砂がたまりませ

んので、元々予定していた土砂がたまる量、又は利水も含めて機能アップを図って、元々

洪水に使う能力から、１.４倍の容量に格上げしてございます。ただ、ダムの高さは１０７.

５メートルで変わりません。 

現段階、規模は確定しておりますが、今回参考資料で御説明した環境影響として、放流

設備の構造、魚の遡上環境とか流砂、土の流れ、水の流れに大きく影響する放流設備につ

いては、資料２２ページにお示ししている、この環境影響のフローに沿ってお示ししたい

と思っております。今２２ページでお示ししている方法レポートを公表している段階でご

ざいます。 

これについては、今後、いろんな調査又は影響調査を行っていきながら、次の段階であ

る準備レポートの段階では結果も含めて、その調査の結果、又は影響評価の予測の評価も

含めて検討します。併せて、この環境保全措置として、ダムの構造として、どういうふう

に改善していくのかをお示したい。この段階では、放流設備の状況とか分かってくると思

いますので、小松先生からも指摘があったように、メリット、デメリットも含めて明らか

にしていきたい。ただ、我々としては、デメリットを無くすように、最小化のために、こ

れから頑張っていきたいと思っております。 

２点目としましては、環境影響調査の範囲とか、過去の調査データはどう活用していく
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のかについて御質問もありました。 

これにつきましては、説明でも紹介しましたとおり、昭和の時代からいろんな調査を行

っていますので、これも最大限フルに活用して、加えて、流水型になった場合を想定して

追加で調査する。それについては、令和３年から調査を行っていますので、何とか令和３

年、令和４年の調査も踏まえて、加えて過去の調査も含めて、流水型の構造又は運用に活

かしていきたいと思っております。 

調査の範囲でございますが、現時点においては、他のダムの事例でもそうですけども、

流水型の水が集まる集水面積の大体３倍ぐらいの流域ぐらいまで影響があることが想定さ

れていますので、現時点では、この川辺川と、さらに球磨川合流点、球磨村の渡地点まで

を想定して環境調査影響の予測評価をやっていきたいと思っていますが、仮に下流におい

ても影響の恐れがあるとなった場合には、必要な対策、検討をやっていきたいと思ってお

ります。 

あと最後に、森林の話が多く質問がございました。我々としても、やっぱり洪水だけで

はなくて、流木、土砂もしっかり守っていく必要があります。 

国土交通省としては流域治水の旗振り役として、しっかり土砂災害とか土石流とか、流

木の被害を上流の家屋から守るということで、砂防堰堤の整備を併せて行っていきます。 

これらの森林又は砂防事業と連携しながら下流で河川事業をどのように行っていくのか、

そこはしっかり関係者間で連携を図りながら進めていきたいと思いますし、少し今回の確

認する場の該当事項ではございませんが、鹿の話もありましたけども、しっかりそのよう

な問題も含めて、関係者と連携しながら、我々としては河川の対策を考えていきたいと思

っております。 

ダムの構造でゲートの話を失念しておりました。ダムのゲートについては、現在ダムの

一番底にある河床部放流設備又は、洪水時にダムの中ぐらいから流す常用洪水吐きについ

ては、ゲート有りで検討を進めております。その目的としては、この流水型ダムについて

は川辺川、さらに下流の球磨川の治水機能を、計画上の目標の洪水を安全に流下させるた

めに、効率的に操作をしたいということで、現時点においては、河床部放流設備と常用洪

水吐きについてはゲート有りで検討しています。 

ただ、このゲートの操作の方法については、しっかり、環境影響評価の内容を踏まえて、

これから具体的な操作を検討していきたいと思います。 

 

（熊本県球磨川流域復興局） 

山の話を今日もたくさんいただきました。 

山の対策については、蒲島知事がこの流水型ダムを決断する前にも、３０回にわたり流

域の皆様から御意見をいただきましたけども、どの会場でも、「川だけでなくて山の対策が

大事なんだ」という御意見をたくさんいただきました。 

そういう御意見をいただきまして、そのときの表明の際にも「流域治水」の頭に「緑の」

が付いたところでございます。 

山の対策につきましては、県の農林部局が一生懸命取り組んでおります。治山、森林整

備また鹿対策、こちらも市町村の皆様の御協力もいただきながら取り組んでいるんですけ

ども、特に鹿の対策については、捕獲頭数に当たり若干の補助も確かしていると思うんで

すけれども、ただ、捕獲される方の高年齢化であったり、捕獲される方が減少していく中

でも、それなりの捕獲頭数といっておりますけども、今日も御意見いただいたとおり捕獲

が追い付いていかないというのが現状でございますので、いただいた御意見を持ち帰って、

県全体として、その取組みも進めさせていきたいと思っておりますので、どうぞよろしく

お願いいたします。 

 



 23 / 30 

（座長） 

大体答えはできましたでしょうか。では次に移りたいと思います。 

今日は、地域の代表に加えまして、分野別で、それぞれこの地域の中で生業を、又ある

いは活動されている漁業、自然保護、観光、かんがい、工業の関係で５つの団体から来て

いただいております。 

それぞれの代表ということで、漁業の方は堀川様、自然保護の方ではつる様、観光の面

では河野様、（かんがいは）流域水土里ネット・土地改良区の岡村様、それと商工会・工業

ということで笠原様に来ていただいておりますので、順番に御意見等を聞きたいと思いま

す。まずは堀川様からよろしくお願いします。 

 

（流域住民・分野別 漁業） 

球磨川漁協を代表しまして出席させていただきました堀川でございます。私、ダムの問

題は、貯水型だったら相当の河川の被害があるだろうということでいろいろ悩んでおりま

したが、今回流水型ということになりました。 

益田川ダムにも３回ほど、１５年ほど前から調査に行きまして、流水型ダムの本来の姿

というのは理解しております。ただ、いつも国交省の方に聞いているのは、下部の流路口、

これはどういう形になるのか、平面的なフラットなコンクリート打設で行われるのか、そ

れとも魚道みたいなやり方、あるいは中に凹凸のある、いわば魚が遡上するのに休めるよ

うな施設を造っていただけるのか、ここら辺をよく検討して欲しいということで言ってお

ります。 

我々は魚族の保存と球磨川・川辺川のブランドでありますアユを非常に大事にしており

ますので、遡上については、しっかりと御検討いただきたいと思っております。 

令和２年７月豪雨で相当の被害を被りました方々もいらっしゃいますので、ダムあるい

は、そういった治水対策が必要かと思いますので、良く検討されて、ダムの着工に向けて

いただければと思います。以上です。 

 

（座長） 

ありがとうございます。それでは、次、自然保護の観点からつる様お願いします。 

 

（流域住民・分野別 自然保護） 

自然観察指導員熊本県連絡会のつると申します。 

うちの会は、３０年ぐらい前から川辺川と球磨川の水質の違いとか、アユの体格の違い、

あるいは体高、食べているものの違い、水質とか濁りの違い、あるいは九折瀬洞窟とかク

マタカの調査ほとんどいろんな調査をやってきました。 

その結果は、やっぱりダムができると、こんなに影響があるんだなっていう結果の方が、

得られているわけなんですね。 

流域の人たちがどうしてダム賛成・反対に分かれるのか、大きな原因はやっぱりダムが

できるたびにアユが獲れなくなる、いろんな魚が釣れなくなる、うなぎが上って来なくな

るというような状況と、市房ダムの放流の問題があるのかなと思っています。 

そこを踏まえて、環境アセスの方法書が出ているわけですけど、６００ページも超える

方法書を読むのは本当に大変で、やっぱり他の流水型ダムの方法レポートを見ると、ちゃ

んと構造図、平面図、縦断面図を出しているわけですね。それがあるからこそ、どういう

調査が必要だって分かるんですけど、それがないために、調査の項目、環境要素等も定性

調査がほとんどで、環境ＤＮＡとかちょっと入っているんですけど、ダムができたらどう

環境が変わるかという調査の方法には触れられていない、そこがやっぱり問題なのかなと

思っています。 
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それと、方法書の中に、流水型ダムなので影響はあんまりないとか書いてあるんですけ

ど、そうであれば、他の流水型ダムでは、ダムができた後、どういうふうにできる前と自

然が変わったのかというのを、きちんとデータとして示すべきじゃないかなと考えていま

す。実際に、最上小国川に魚釣りに行ったり、調査をしている人たちの話を聞くと、でき

て２年しか経たないのに、もうアユが全く少なくなった、また美味しくなくなった。 

球磨川の場合は、アユという魚の生活サイクルが守れるかどうかじゃなくて、あくまで

美味しくて、立派なアユがたくさん獲れるかということが一番の問題かと思うんですね。 

だから、濁りとかそういうのがすごくアユに影響する、濁度１５以上だったと思いますが、

そうなるとすごく影響があるというデータなんかも研究者の中では出たりしていますので、

構造が分からないと、そういった濁りがどのくらい発生するのか分からないかと思います。 

それと、また、何で濁っているかというと、皆さんがおっしゃっているように山からの

濁りが、すごくひどいわけなんですよね。 

だから堆砂量とか言うときには、今の現状、山の現状を踏まえて、どれだけ上流から土

砂の流入があるのか、そこはもう 1 回計算し直した上で、濁りの予測などは立てるべきじ

ゃないかなと考えています。 

それと、既存ダムと比べてという記述もいっぱいあるんですけど、そうであれば市房ダ

ムができてどういうふうに環境が変わったかというのも明らかにしないと、根拠もなくて、

既存ダムよりとか、流水型ダムなのでとか、そういうような記述があまりにもちょっと多

いのかなという気がしているところです。 

もう１点いいですか。関係施設の中に、副ダムとか、いろいろどんな施設があるかとい

うのも方法レポートに書いてないんですけど、私の記憶によると、前のダム計画があった

ときに、ダムに流入する堆砂容量を持たせるために、砂防ダムを２７３基だったと思うん

ですけど、上流に造らせて、ダムが中止になった段階で、半分ぐらいができてたかと思う

んですけど、それはまた造っていくのであれば、上流の支流にヤマメとかいろんな生き物

はいます。そういうのにもどういった影響があるのかなど、砂防ダムも含めて考えるべき

じゃないかなと思っています。以上です。 

 

（座長） 

ありがとうございます。続いて観光の河野様。 

 

（流域住民・分野別 観光） 

人吉球磨観光地域づくり協議会の専務理事をやっております河野でございます。 

本日は川辺川ダムの建設説明、本当にありがとうございました。治水や地域保全が大き

な中心のテーマではございますけども、メンバーに呼んでいただきましたので、観光の観

点から１、２点話をしたいと思います。 

人吉球磨の地域共通の資源、これは間違いなく球磨川そして、その流域の代表でありま

す川辺川であろうと思います。 

御承知のとおり川を活かした観光として、球磨川下り、ラフティング、長い歴史があり

ます。近年はサップ、カヤックなども加わってきておりますが、現在、台風等もあって、

土砂の流入、こういったので球磨川下り運行されておりませんが、なかなか観光のために

という形が難しいかもしれませんけども、人吉球磨の本当に最大の観光資源でございます

ので、河川の整備等をお願いできればと思っております。 

私ども観光資源を商品化するという事業の一環として、この地域の方々とエリアごとに

グループを形成いたしまして、地域の人たちが、是非取り組みたいと話し合っている事業

を実行に移すという取組みをやっております。その中では、河川を活かしたアクティビテ

ィの創出とかは、非常に地域にとって重要なテーマでありまして、皆でアイデアを出し合
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って、川の活用、こういったもので活発に話し合っております。 

中でも、川辺川につきましては、（平成）１８年（から１６年）連続で水質が最も良好な

河川に選ばれると。これは、地域の方々の自慢でありまして、実は来年も選ばれるんだろ

うという想定で、その時期に合わせて川への感謝を表す祭りとかイベントを、地域の方々

が計画しているところもございます。 

また、ダムの堰堤そのものを観光資源としての活用、これはまだだいぶ先ということで 

先程説明いただきましたけども、全国でもインフラ施設の観光活用というのが盛んになっ

てきておりまして、この川辺川ダムの場合は、日本一の流水型ダム、これを学ぶとか環境

影響評価、環境影響へのいろんな課題を先程も話がありましたが、これをクリアしたダム

を学ぶとか、スタディツアーの可能性、先程他の先生方もそういう視察が増えるというよ

うなことも話がありましたけども、そういったものも非常に可能性が高いなと感じており

ます。 

そこで、意見としましては、この地域の人々の自慢の水質、これ縷々、今日、環境と治

水両面を目指すとか環境への影響の最小化、こういったものを説明いただきましたので言

わずもがななんですが、この水質の保全につきましては、是非よろしくお願いしたいと思

います。 

それから、これだけ大きなプロジェクト、治水のための施設であることは第一でありま

すけども、この地域と川辺川ダムとの関係とか、向き合い方とか、関わり方、そういった

ものを、やっぱり地域でも考えていきたいという意見も出てきております。 

そういういろんな活用についても、今後、事業者の方々にそういったメンバーとの意見

交換、情報交換がお願いできればという思いもありますので、その辺もまたお願いしてい

ければと思っております。私からは以上でございます。 

 

（座長） 

ありがとうございます。次は、水土里ネットの岡村様、お願いします。 

 

（流域住民・分野別 かんがい） 

百太郎溝の理事長をしております岡村でございます。 

流水型ダム、川辺川ダムに関しては、私たち土地改良区としても農地を守るために、ま

た、かんがい施設を守ることにおいて、早く着工して、完成していただいて、これを最大

限に活用していただいて、農業者が困らない、夢のある農業ができるようにしていただき

たいと思います。 

それというのも、今世界的食糧不足になっておりますので、必ず日本も食糧不足になる

と思います。 

それと最後に、市房ダムもちょこちょこ出ておりますけども、歴史的に、私たち土地改

良区から言わせれば、十分に利水が活用されて、発展のために貢献していると思います。

それだけ申し上げます。 

 

（座長） 

ありがとうございます。最後に、八代商工会議所の笠原様、お願いします。 

 

（流域住民・分野別 工業） 

八代（商工会議所）の工業部会の会員であります、日本製紙の笠原と申します。弊社・

日本製紙は、豪雨災害の際には水没には至らなかったものの、土砂が川に流入した影響で

２０日間ぐらい製造を止めたということの被害を受けております。 

日本製紙と球磨川、あとダムの関係を少し説明しますけど、弊社・日本製紙、紙を製造
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するときに、相当量の水の使用を行っています。 

河川水はそのままの水では紙を製造できませんので、除濁設備を用いて除濁を行います

が、土砂等で川の濁度が上がると、除濁能力の限界があり、紙の製造を止めざるを得ない

という状況になります。 

そのため、特に、大雨が降ったときとダムの放流が多いときは、紙の製造に影響します。

以前からその傾向はありましたが、令和２年の豪雨災害以降は、少量の雨で川の濁度が上

がるようになり非常に困っています。 

今回の川辺ダムの建設の効果として、豪雨時の水量抑制がありますので、我々としては、

その量を抑えるためのダムの建設は迅速に進めていただきたいと思います。また、先程も

他の住民の方々からもありましたが、濁度が上がる原因は山の土砂の流入等もありますの

で、そちらの方の対策も、今回のダムの建設、設計に考慮していただければと思いますの

でよろしくお願いいたします。以上となります。 

 

（座長） 

ありがとうございました。今、５名の方から御意見をいただきました。 

堀川様からも「アユの遡上をぜひ確保して欲しい」という意見。 

つる様からは、環境アセスの説明資料の問題で、例えば、「構造が分かりにくい」とか、

「ビフォー&アフターをちょっと示せ」というような話もあったのかなと思います。 

河野様は、「河川との共生で観光、これをしっかりと進めて欲しい」という話。 

土地改良区の岡村様の方から、「是非最大限最速でやって欲しい」という御意見もいただ

きました。 

それと八代商工会から濁度の問題について御提案、御質問等もございました。 

これについては事業者の方から、まずはお答えしてもらいたいと思います。 

 

（国土交通省九州地方整備局川辺川ダム砂防事務所） 

ありがとうございます。川辺川ダム砂防事務所の齋藤です。 

まず、魚のアユの遡上環境の話がありました。これについては、今後、一番影響のある

ダムの底にある河床部の放流設備、そこの移動経路が大事だと思っていまして、数値計算

とか、いろんな模型実験とか、確認したいなと思っていまして、しっかりアユが遡上でき

るような流速とか水深、それが上流、下流とどの程度の連続性を確保できるか、これも丁

寧にやっていきたいと思っております。 

また、方法レポートの中身についての御指摘もありましたが、ダムの構造については、

これから検討して参りたいと思っていまして、次出す準備レポートの方では、調査の結果、

予測の結果、評価の結果ということで、結果も併せて出しますので、その段階ではしっか

り構造と併せてお示しができれば良いと考えておりますが、これから行う様々な検討につ

いては、もちろん他のダムの事例も参考にしながら、加えて、この川辺川でどのような現

象になるのかを、しっかり過去のいろんなデータを集めて、ダムがある場合、ない場合で

どれぐらい濁度、水質が変わるのか、これもダムができた後の話、ダムができる前の話、

いろんな段階で検討を具体的な数字も含めて評価をしていきたいと思っております。 

また、濁りの話もありましたが、私も今回、９月に台風１４号では濁りが長期にわたっ

ているところがありましたが、すぐ上流まで現場に行きまして、やはり現場を見た感じ、

斜面が崩壊する様子が多々ありました。 

やはり、いろんな方から御意見ありましたように、水だけではなくて、いかに発生源、

山腹崩壊を防ぐのか、土砂の発生源をしっかり森林管理とか砂防堰堤の整備を進めながら

面的に行っていくと。これこそが流域治水ということで、発生源から河口まで含めていろ

んな関係者が連携しながら対策を進めていきたいと。 
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もちろん、川辺川ダム砂防事務所の方では、ダムの建設に加えて川辺川流域で砂防事業

を県から引き継いで行っているわけでありまして、それも含めて、しっかり魚、ヤマメそ

ういったものがちゃんと行き来できるように、生物に配慮して、例えばスリット型の砂防

堰堤を整備するとかいろんな対策も含めて、しっかり地域の声を聞きながら事業を進めて

いきたいと思っております。 

 

（熊本県球磨川流域復興局） 

熊本県の水谷です。 

観光に当たりまして、日本一の流水型ダム、これをしっかり活用してはという意見をい

ただきました。ありがとうございます。 

令和２年７月豪雨からの復旧・復興で、流域全体で復旧・復興を進めているところです

けども、観光というのはその重要な要素だと考えております。 

また、流水型ダムができましたら、是非それを観光に活用してはというので、県の方か

ら、五木村の方にも御提案をさせていただいているところでございますので、この日本一

の流水型ダムを活かして、球磨川流域の観光面でも十分活かしていければと思っておりま

す。 

また、山の方も笠原様から御意見をいただきました。これまでも述べたように、県の方

としても山の対策をしっかり頑張って参りますので、引き続きよろしくお願いします。 

 

（座長） 

それでは、今回の意見の中では、ダムの構造に対する環境の問題、アセスの問題も含め

まして、また、魚族の遡上の問題、いろいろ御提案、御質問ございましたので、有識者の

皆川先生、鬼倉先生の方からコメント等いただければと思いますが、よろしくお願いしま

す。 

 

（有識者 環境） 

いろいろ御意見、お話を聞かせていただきまして、ありがとうございました。 

私の方からは、流水型ダムについて環境からの観点からコメントをさせていただきたい

と思います。 

まず一点目といたしましては、スケジュールについてです。最後のページに今後の予定

が示されていますが、ダムの構造については今後、いろいろ環境影響評価の結果を踏まえ

ながら決定していくというお話がありました。準備書などができる時期や着工については

決まっているようですが、もう少し、（この確認する仕組みを含め）スケジュールを明瞭に

していただけると良いかと思います。 

構造につきましては、先程からも堤体、縦断的に１００メートルということでした。暗

渠が１００メートルになるということで、海外では少し光を入れる工夫を施しているダム

もあるようです。魚道として機能するものにしていただくことが重要であるということと、

先程もお話しありましたとおり、下流側の河床の構造は非常に重要です。 

島根（県）の益田川ダムについて、「連続しています」と皆さんおっしゃるんですけれど

も、生物にとっては、（ダムの下流側の構造を見る限り）なかなか難しい状況だと思います。

今後、特に留意し、検討していただきたいと思います。 

それと、今回は流水型ダムということで進捗、方向性の話でしたが、今日も多数の住民

の方から御意見出ている山の問題ですが、森林をどうするか、林業をどうするかという問

題は、この地域において非常に重要だと思います。 

「緑の流域治水」のメニューの一つに流水型ダムが位置付けられています。１１月か１

２月には流水型ダムである川辺川ダムと森林再生という会議が開かれていたかと思います。



 28 / 30 

どうしてもトータルで見えてこないというのがあるんですね。今回は流水型ダムの方向性

や進捗についての会議でしたが、それぞれ個別ではなく、別途、（森林管理に携わる）農政

部、産業や観光も合わせてトータルで議論する場も重要だと思いました。 

今後の大きな課題として気候変動の問題もありますが、先程からも鹿の問題があると仰

っていたように、人と社会の仕組みが相当変わってきています。人口減少や高齢化の影響

で。それによる弊害が大きく出ていると思います。令和２年の７月豪雨で、かなり山腹崩

壊とか、土砂の供給状況変わっています。昨年の台風で市房ダムの濁水もかなり長期化し

ていました。皆さん流域の方は御存知だと思いますので、現在の山の状況も踏まえてトー

タルでこれから環境を捉えていく必要があると思います。 

川辺川と球磨川の水の色はエメラルドグリーンです。これからもそれが維持できる流水

型ダムとして成功を収めるためにはどうしたらいいか。今回もいろいろ形式がなかなか決

まらないということは、しっかり検討されているためと理解しています。十分に検討する

ということが重要だと思います。そのようなやり方自体も今回初めての試みだと思います。

このような進め方についてもどんどん発信していただきたいと思います。 

最後に、資料が難しいという御意見もあったと思います。多くの皆さんに情報を共有し

てもらうということが一番の目的だと思いますので、例えば、アニメーションなど視覚的

に分かりやすい見せ方もあるかと思いました。この会議では皆さんお詳しい方が多いと思

いますが。多くの住民に届ける場合は、もう少し分かりやすく視覚的に表現するというよ

うなことがこれから求められると思います。以上です。 

 

（座長） 

ありがとうございました。鬼倉先生、お願いします。 

 

（有識者 環境） 

九州大学の鬼倉です。 

ウェブ参加で大変恐縮ですが、今日、流域の方々のいろんなお話を聞いてスピード感と

いう言葉がたくさん出てきました。私も、スピード感とても重要だと思っています。 

ただ一方で、今ちょっと皆川先生の方からも話ありましたけど、しっかりと、十二分に

検討することも必要不可欠だということを皆さんに御理解いただければと思っています。 

ダムが貯水型より流水型の方が環境に優しそうだというのは、皆さんイメージされると

思います。それは私も同じですが、ただ今回の流水型ダムはかなり規模が大きいというと

ころがあります。そういう意味では事例も非常に少ないので、環境影響評価に関しては、

やっぱり様々なケースを想定しながら、しっかりと行わなければならないというところで

す。 

でも、まだ構造とかが決まっていないものも沢山あるわけですけど、だからこそ漏れが

ないように、たぶん評価に関わる委員の方々が可能な限り守備範囲を広げています。かつ

情報の少ない中で知恵を絞ってアドバイスをしていると、そういう状況です。 

今後もしっかりそういった体制で、姿勢で取り組みながら環境影響評価を行って、評価

が終われば、保全措置を講じながら事業が進んでいくと思うんですが、私はダムが完成し

た後も、しっかりとモニタリングをやりながら順応的な運用を考えるとか、そういったこ

とまで事業者には想定しながら話を進めていって欲しいと思っています。 

ということで、スピード感を持って事業を進めることと、しっかりと十二分に検討する

ということを是非両立してくださいということを、事業者の方に、皆さんと一緒にお願い

できればと思います。以上です。 

（座長） 

ありがとうございました。小松先生、泉先生。住民そして関係団体の御意見ありました。
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もう一言ございましたらよろしくお願いします。 

 

（有識者 河川工学） 

九州大学の小松です。一言ですね。 

今、鬼倉先生が言われた順応的対応ができるようにということがすごく大事ですね。 

例えば、ゲート操作なんかは順応的対応ができるんですが、それ以外にもでき上がった

後のことを考えて、順応的適応ができるような余地を、是非、最初から造るときから考え

ながら造って欲しいなと思います。これがすごく大事な点だと思います。 

あと、その辺りの構成員の方から、私が先ほど流水型ダムの限界それから欠点の話をし

たんで、「何が欠点で、限界かを知りたい」という御意見があったんですが、それを説明す

るには時間が多少かかりますけど、今はやめといた方がいいですかね。 

 

（座長） 

端的に言っていただければ。 

 

（有識者 河川工学） 

じゃあ簡単に２分ぐらいで。 

流水型ダムの場合は、川辺川ダムは大きいものですから、ダムの水が満杯に近くなると

水深が１００メートルくらいになります。そうすると、（大きな水圧が働いて）すごいスピ

ードでトンネルから水が流れ出してくるわけですね。それを抑え込むために減勢工という

のを造ります。そうすると、すごいスピードで飛び出してくるものですから、減勢工がし

っかりしたものでないといけないんですね。 

そうすると、今度、魚が上るときにそのしっかりした減勢工が邪魔になりますから、生

態系に対しての配慮と治水上の安全というのが衝突するわけですね。 

あと、流水型ダムそのものは治水効率があんまりよくないんです。どうしてかと言うと、

最初のうちから水が貯まり始めるから、水位があんまり高くないと、排水能力がないです

から、（まだ貯める必要のないときに水が貯まってしまって）治水効率が悪いわけです。そ

れと、今日話がありましたが魚道が長くなる。大きいダムだから。そうすると中が暗くな

ったり、（人工的な）コンクリートのあの水路だと本当に魚が上るのかという話もあります。 

ただそれも、（トンネルの一つを魚道専用にして洪水時は使わない、したがって減勢工は

いらない、）上流と下流の連続性を保つために中に自然石を置いたり、再生可能エネルギー

で照明を入れたりとか、いろんなことを工夫（して極力自然の状態に近づけること）はで

きると思います。 

あと最後に、もう一つだけ。流水型ダムは、普段、水が貯まっていないんで、どうして

も（コンクリート面がむき出しで）景観が悪いですね。貯留型ダムはダム湖ができるので

いいですが、流水型ダムの欠点の一つは、景観がどうしても落ちると言えます。ただ、今

挙げたこれらの欠点を、今回の新たな流水型ダムでは極力消していこうと、良い所を伸ば

そうというのがこの今回の新たな流水型ダムなので、本当に、最初に私が言ったように、

世界で最先端の流水型ダムにしたいなというふうに考えています。以上です。 

 

（座長） 

ありがとうございました。泉先生。 

 

（有識者 河川工学） 

率直に私感想を言わせてもらうと、こんなに大きな流水型ダムは世界でも稀です。そう

いう意味でどんなことが起きるかは、あまりよく分かりません。 
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だからこそ、日本一の流水型ダムを作るのは、チャレンジングであり、チャレンジして

いこうという、そういう事業者の気持ちだと思います。我々研究者も、濁水の問題等々ま

だ予測できないようなことを一つ一つ解決していこうと思っています。 

正直言って、これはとても贅沢ですよ。普通、多額のお金を出してダムを造れば、その

水をかんがいに使ったり、飲料水に使ったり、発電までするというのが普通ですよ。それ

を、魚を守る、環境を守るために水を貯めない。こんな大きなダムに水を貯めないという

のは、非常に珍しい。贅沢なダムです。是非、この流水型ダムに期待していただいて、大

事に地域のために使っていってもらいたいと私は思っています。以上です。 

 

（座長） 

ありがとうございました。首長の皆さん、何か、よろしいですか。言いたいことはない

でしょうか。 

それでは、これで締めさせていただきたいと思いますが、閉会に当たり、一言御挨拶申

し上げます。 

今日は長時間にわたり、本当にありがとうございました。 

担当からすれば４時までで終わりたいというふうに思っておりましたが、初めての試み

でもありますので、できるだけ丁寧に御意見も聞くということで、長くなりました。これ

らの不手際につきましては私の方からまずは、陳謝申し上げます。 

ただ、今日の取組みをする中で、「貯留型ダムと流水型ダムの基本的な違いを、もっと明

確に。さらに詳しく説明して欲しい」とかそういう御意見もございましたし、また、「地域

の安全・安心のため１日も早く完成を」という御意見もありました。 

また、今回、この流水型ダムの方向性と進捗の関係はございませんけども、流域治水全

体の問題として、山の問題、堆積土砂の撤去の話、そして「宅地かさ上げを急いでくれ」、

「避難路の整備と一日も早く安全・安心を確保して欲しい」という切実な想いもお聞きい

たしました。 

また、水源地である「相良、五木の振興も頑張って」というような、そういうような叱

咤激励もいただいたと思っております。 

今の状況としまして、九地整からもありましたように、環境アセスとこのような作業が

並行して進んでいる中で、まだ構造がまだ固まりきっていないですね。このアセスをしな

がら固めていく、そういう作業の中で皆さんにはまだ物足りないところもございますと思

いますけど、今後も、それぞれ具体的に固まる段階で、皆さんにお示しする機会ができれ

ばというふうに思っております。 

今日いただいた意見等につきましては、県のホームページで、しっかり県民の皆さんに

もお知らせしたいと思います。 

今回初めての試みでございましたが、流水型ダムが安全・安心と流域の清流を守る、こ

の二つを両立できるように、皆さんの力を借りながらしっかりと進めて参りたいと思いま

すので、今後ともよろしくお願いいたします。本日は本当にありがとうございました。 

 

（司会） 

これをもちまして新たな流水型ダムの事業の方向性・進捗を確認する仕組みの第 1 回会

議を終了いたします。本日はお忙しい中、長時間にわたりありがとうございました。どう

ぞお気をつけてお帰りください。 

 
 

--------------------------------------------------------------------------------------- 
（注）発言の趣旨を分かりやすくするため、発言者と協議し、カッコ書きで補足している個所が 

あります。 


